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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
武
蔵
小
山
パ
ル
ム
駅
前
地
区
市
街
地
再

開
発
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
墨
田
区
立
花
四

丁
目
地
内
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合

ひ

物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の

ひ

化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
五
年
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
六
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
目
黒
区
中
根
二
丁

目
地
内
）

（
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
東
京
都
環
境
局
環
境
改

善
部
化
学
物
質
対
策
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
シ
ア
ン
化
合
物
並

び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
四
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
八
重
根
漁
港

漁
港
区
域
内
公
有
水
面
埋
立
て
に
係
る
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し

ゅ
ん
功
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

令
和
五
年
九
月
七
日

二

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

三

埋
立
区
域

㈠

位
置

八
丈
町
大
賀
郷
地
先
の
八
重
根
漁
港
漁
港
区
域
内
公
有
水
面
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㈡

区
域

区
域
一－

一

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
⑱
の
地
点
と
①
の
地

点
と
を
結
ぶ
平
成
二
十
七
年
の
秋
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
．
Ｌ
．
＋

一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

基
準
点
（
漁
港
原
点
）
（
北
緯
三
三
度
〇
五
分
五

九
秒
、
東
経
一
三
九
度
四
六
分
三
四
秒
）
か
ら
二

〇
三
度
五
〇
分
五
三
秒
一
一
一
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
九
七
度
三
二
分
三
〇
秒
四
・
一
四

メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
五
二
度
三
七
分
四
六
秒
一
〇
・

七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
〇
五
分
五
五
秒
五
六
・

四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
三
一
分
五
一
秒
三
・
八

三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
一
六
四
度
五
七
分
五
七
秒
三
九
・

五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
五
九
分
四
〇
秒
二
・
〇

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
三
四
四
度
五
九
分
四
二
秒
一
三
・

一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
三
二
〇
度
五
六
分
一
八
秒
二
一
・

一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
三
四
四
度
三
〇
分
一
二
秒
一
八
・

五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
七
五
度
五
一
分
三
二
秒
八
・
二
二

メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
三
一
八
度
〇
〇
分
三
二
秒
一
・
〇

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
二
度
四
三
分
〇
二
秒
六
・
二
二
メ

ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
一
一
五
度
一
四
分
五
二
秒
四
・
七

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
二
一
度
五
二
分
三
一
秒
一
二
・
六

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
三
二
度
〇
一
分
三
六
秒
一
九
・
一

六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら
七
七
度
一
二
分
三
六
秒
二
・
八
五

メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
〇
二
分
五
八
秒
一
三
・

八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

㈢

面
積

七
三
七
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

五

埋
立
て
の
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
五
日

二
十
八
港
島
管
第
四
十
四
号

六

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村

八
丈
町発 行

東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


